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平
成
一
八
年
法
人
法
改
正
・
新
旧
制
度
の
対
照

𠮷　
　

永　
　

一　
　

行

一　

は
じ
め
に

　

第
一
六
四
回
通
常
国
会
に
お
い
て
、「
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
一
八
年
法
律
第
四
八
号
。
以
下
「
一

般
法
人
法
」
と
呼
ぶ
）、「
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
一
八
年
法
律
第
四
九
号
。
以
下
「
公
益

法
人
法
」
と
呼
ぶ
）
及
び
「
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
一
八
年
法
律
第
五
〇
号
。
以
下
「
整
備
法
」
と
呼
ぶ
）
が
制
定
さ

れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
民
法
を
中
心
と
し
た
法
人
法
は
抜
本
的
に
改
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
ら
三
法
は
、
行
政
改
革
（
と
り
わ
け
公
益
法
人
制
度
改
革
）
の
一
環
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
行
革
五
法
」
の
一
部
と
し
て
制
定
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
（
こ
の
た
め
所
管
大
臣
は
法
務
大
臣
で
な
く
行
政
改
革
担
当
大
臣
で
あ
り
、
衆
参
両
院
で
の
審
議
も
法
務
委
員
会
で
は
な
く

行
政
改
革
に
関
す
る
特
別
委
員
会
で
行
わ
れ
た
）。
し
か
し
本
資
料
は
、
民
法
を
中
心
と
し
た
法
人
法
を
大
改
正
す
る
法
律
で
あ
る
と
の
視

点
か
ら
こ
れ
ら
三
法
を
と
ら
え
、
民
法
的
側
面―

民
法
の
研
究
者
及
び
学
習
者
に
と
っ
て
関
心
の
高
い
と
思
わ
れ
る
側
面―

に
絞
っ
て
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2

新
旧
両
制
度
の
対
照
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
行
政
庁
に
よ
る
法
人
の
管
理
、
公
益
法
人
の
認
定
、
あ
る
い
は―

会
社
法
と
共
通
点
を
多
く

も
つ―

法
人
の
会
計
に
関
す
る
側
面
の
詳
細
に
は
立
ち
入
ら
な
い
（
１
）。

　

な
お
、
以
下
で
単
に
「
民
法
」
と
い
う
と
き
に
は
、
現
行
民
法
を
指
す
こ
と
と
し
、
整
備
法
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
民
法
を
指
す
場
合
に

は
「
改
正
後
民
法
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

註（
１
） 　

法
人
法
改
革
全
般
に
つ
い
て
の
立
法
者
解
説
と
し
て
笵
揚
恭
「
公
益
法
人
制
度
改
革
の
概
要
」
民
事
法
情
報
二
三
九
号
（
二
〇
〇
六
年
）
二
頁

（
よ
り
ポ
イ
ン
ト
を
絞
っ
た
説
明
を
す
る
も
の
と
し
て
、
同
「
公
益
法
人
改
革
関
連
法
の
概
要
」
金
融
法
務
事
情
一
七
七
六
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一

七
頁
も
参
照
）。
そ
の
他
学
者
の
手
に
な
る
解
説
と
し
て
、
山
田
誠
一
「
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
」
み
ん
け

ん
五
九
〇
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
一
頁
、
西
村
峯
裕
「
民
法
法
人
規
定
の
改
廃
と
非
営
利
法
人
三
法
の
検
討
⑴
⑵
・
未
完
」
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
六
巻
一

〇
号
八
七
頁
、
一
一
号
一
一
六
頁
（
二
〇
〇
六
年
）。
さ
ら
に
ジ
ュ
リ
ス
ト
誌
上
で
も
特
集
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

二　

一
般
法
人
法
・
整
備
法
の
施
行

　

新
旧
制
度
の
比
較
・
対
照
に
先
立
っ
て
、
一
般
法
人
法
、
公
益
法
人
法
、
及
び
整
備
法
の
施
行
日
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
施
行
後
の
経

過
措
置
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
。

　

１　

公
布
日
・
施
行
日
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3

平成一八年法人法改正・新旧制度の対照
　

一
般
法
人
法
、
公
益
法
人
法
、
及
び
整
備
法
は
、
い
わ
ゆ
る
「
行
革
五
法
」
の
他
の
二
法
と
と
も
に
、
平
成
一
八
（
二
〇
〇
六
）
年
六
月

二
日
に
公
布
さ
れ
た
。

　

施
行
日
は
、
一
般
法
人
法
が
、「
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
」（
一
般
法
人
法

附
則
一
条
）
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
公
益
法
人
法
及
び
整
備
法
は―

一
部
例
外
を
除
い
て―

、
一
般
法
人
法
と
同
日
に
施
行
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
（
公
益
法
人
法
附
則
一
条
、
整
備
法
附
則
一
条
）。

　

２　

現
在
の
社
団
法
人
・
財
団
法
人
に
対
す
る
経
過
措
置

　

一
般
法
人
法
施
行
後
の
法
状
況
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
経
過
規
定
を
中
心
に
整
理
し
て
お
く
。

　
　
（
一
）
社
団
法
人
・
財
団
法
人
の
存
続
・
移
行
・
解
散

　
　
　
（
１
）
一
般
社
団
法
人
・
一
般
財
団
法
人
と
し
て
の
存
続

　

ま
ず
、
現
在
民
法
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
て
い
る
社
団
法
人
及
び
財
団
法
人
は
、
一
般
法
人
法
施
行
後
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財

団
法
人
と
し
て
存
続
す
る
（
整
備
法
四
〇
条
）。
整
備
法
上
は
、
特
例
社
団
法
人
及
び
特
例
財
団
法
人
と
呼
称
し
、
両
者
を
あ
わ
せ
て
特
例

民
法
法
人
と
呼
ん
で
い
る
。

　
　
　
（
２
）
五
年
間
の
移
行
期
間

　

特
例
民
法
法
人
が
、
一
般
法
人
法
上
の
一
般
社
団
法
人
・
一
般
財
団
法
人
と
み
な
さ
れ
る
の
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す

る
日
ま
で
の
暫
定
的
な
措
置
で
あ
る
。
こ
の
移
行
期
間
中
に
、
⑴
整
備
法
九
八
条
以
下
の
規
定
に
基
づ
い
て
公
益
社
団
法
人
・
公
益
財
団
法

人
に
移
行
す
る
か
（
整
備
法
四
四
条
）、
⑵
整
備
法
一
一
五
条
以
下
の
規
定
に
基
づ
い
て
一
般
社
団
法
人
・
一
般
財
団
法
人
に
移
行
す
る
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4

（
整
備
法
四
五
条
）
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
手
続
も
踏
ま
な
い
場
合
に
は
、
移
行
期
間
満
了
の
日
に
解
散
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ

る
（
整
備
法
四
六
条
）。

　
　
（
二
）
法
人
及
び
法
人
の
役
員
に
適
用
さ
れ
る
規
定

　

こ
の
よ
う
な
特
例
民
法
法
人
に
つ
い
て
は
、
一
般
法
人
法
の
施
行
に
つ
い
て
、
一
定
の
例
外
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　

主
と
し
て
、
機
関
に
関
す
る
規
定
、
及
び
一
般
法
人
法
で
新
た
に
設
け
ら
れ
る
会
計
に
関
す
る
詳
細
な
規
定
に
つ
い
て
、
適
用
除
外
が
定

め
ら
れ
て
い
る
（
整
備
法
四
八
条
以
下
）。
民
法
的
側
面
に
関
す
る
も
の
で
は
、
⑴
理
事
の
代
理
行
為
の
委
任
（
民
法
五
五
条
）
及
び
理
事

の
利
益
相
反
（
民
法
五
七
条
・
一
般
法
人
法
八
四
条
・
一
九
七
条
）
に
つ
い
て
（
整
備
法
四
九
条
）、
⑵
理
事
又
は
監
事
の
行
為
に
基
づ
く
法

人
の
損
害
賠
償
責
任
（
民
法
四
四
条
・
一
般
法
人
法
七
八
条
・
一
九
七
条
）
に
つ
い
て
（
整
備
法
五
五
条
）、
⑶
理
事
及
び
監
事
の
選
任
及
び

解
任
、
資
格
並
び
に
任
期
（
一
般
法
人
法
六
三
〜
七
五
条
・
一
七
七
条
（
２
））
に
つ
い
て
（
整
備
法
四
八
条
）、
一
般
法
人
法
施
行
後
も
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
（
す
な
わ
ち
現
行
民
法
の
規
定
に
従
う
）
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

三　

主
だ
っ
た
改
正
内
容

　

新
旧
制
度
の
内
容
を
対
照
表
に
す
る
と
、
末
尾
に
付
し
た
表
１
か
ら
表
４
の
通
り
と
な
る
。
以
下
で
は
、
補
足
が
必
要
な
部
分
に
つ
い

て
、
⑴
法
人
制
度
の
枠
組
み
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
か
と
い
う
側
面
と
、
⑵
各
則
に
関
わ
る
側
面
（
前
述
の
通
り
民
法
研
究
者
・
学
習

者
に
と
っ
て
関
心
の
高
い
部
分
に
絞
る
）
と
に
わ
け
て
概
観
す
る
。

　

１　

法
人
制
度
の
枠
組
み
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平成一八年法人法改正・新旧制度の対照
　
　
（
一
）
民
法
上
の
規
定
を
「
法
人
総
則
」
に
限
定

　
　
　
（
１
）
民
法
に
残
さ
れ
た
規
定

　

現
在
、
民
法
の
法
人
に
関
す
る
規
定
は
、「
法
人
法
」
の
体
系
の
中
で
二
つ
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

法
人
法
定
主
義
を
定
め
る
三
三
条
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
お
よ
そ
わ
が
国
の
法
人
制
度
全
般
に
適
用
さ
れ
る
法
人
総
論
と
呼
び
う
る
領
域

に
属
す
る
規
定
と
、
種
々
あ
る
う
ち
の
法
人
の
一
種
と
し
て
、
民
法
典
自
体
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
る
公
益
を
目
的
と
し
た
社
団
法
人
及
び

財
団
法
人
の
設
立
・
管
理
・
解
散
等
に
関
す
る
各
論
に
あ
た
る
規
定
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
民
法
の
規
定
に
基
づ
い
て
法
人
を
設
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
こ
の
た
め
、
各
論
部
分
に
あ
た

る
規
定
が
民
法
か
ら
大
幅
に
削
除
さ
れ
、
民
法
上
の
規
定
は
法
人
総
論
に
属
す
る
規
定
に
限
定
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
民
法
典
に
お
け
る
法

人
に
関
す
る
規
定
は
、
大
幅
に
減
少
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
現
行
五
四
箇
条
↓
改
正
後
五
箇
条
）。
残
さ
れ
た
規
定
は
、
法
人
法
定
主
義
に

関
す
る
改
正
後
民
法
三
三
条
、
法
人
の
能
力
に
関
す
る
三
四
条
、
法
人
登
記
の
必
要
性
に
関
す
る
三
六
条
、
そ
し
て
外
国
法
人
に
関
す
る
三

五
条
及
び
三
七
条
で
あ
る
。

　
　
　
（
２
）
理
事
の
行
為
に
基
づ
く
法
人
の
損
害
賠
償
責
任
に
関
す
る
規
定

　
「
各
論
」
に
属
す
る
規
定
で
あ
っ
て
も
、
民
法
が
私
法
に
関
す
る
一
般
法
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
こ
れ
ま
で
「
法
人
総
則
」
と
し
て
機
能

し
て
き
た
も
の
が
あ
る
。
理
事
の
行
為
に
基
づ
く
法
人
の
損
害
賠
償
責
任
に
関
す
る
現
行
民
法
四
四
条
が
そ
の
例
で
あ
る
。

　

今
回
の
改
正
で
は
同
条
は
削
除
さ
れ
、
一
般
法
人
法
七
八
条
に
同
趣
旨
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
（
一
九
七
条
で
一
般
財
団
法
人
に
準

用
）。
民
法
典
に
残
さ
れ
る
法
人
総
論
に
属
す
る
規
定
中
で
は
な
く
、「
特
別
法
」
の
一
つ
で
あ
る
一
般
法
人
法
上
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
れ
ま
で
も
す
で
に
各
種
の
法
人
の
根
拠
法
中
で
民
法
四
四
条
を
準
用
す
る
規
定
が
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
今
回
整
備
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法
に
よ
っ
て
参
照
先
を
一
般
法
人
法
七
八
条
に
置
き
換
え
る
こ
と
と
す
る
こ
と
で
、
問
題
は
解
決
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。

　

し
か
し
、
一
般
法
た
る
民
法
典
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
法
人
の
一
類
型
を
定
め
る
特
別
法
に
過
ぎ
な
い
一
般
法
人
法
の
規
定
を
、
準
用

規
定
が
設
け
ら
れ
な
い
場
合
に
も
適
用
し
て
よ
い
か
と
い
う
こ
と
は
一
つ
の
問
題
で
あ
る
。
問
題
と
な
る
事
例
と
し
て
、
市
長
村
長
の
行
為

に
基
づ
く
市
町
村
の
損
害
賠
償
責
任
が
あ
る
。
現
行
の
民
法
の
規
定
が
、
こ
う
し
た
公
法
人
に
対
し
て
も―

特
に
準
用
規
定
に
基
づ
く
こ

と
な
く―

適
用
さ
れ
て
き（
３
）
た
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
整
備
法
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
手
当
て
を
し
て
い
な
い
。

　

や
や
標
語
的
に
い
え
ば
、「
一
般
法
人
法
は
法
人
一
般
法
と
し
て
、
準
用
規
定
の
な
い
と
こ
ろ
に
ま
で
適
用
さ
れ
る
か
」
と
い
う
問
題
が
、

生
じ
て
い
る
。
一
般
法
人
法
施
行
後
、
市
町
村
長
の
不
法
行
為
に
基
づ
く
市
町
村
の
損
害
賠
償
責
任
を
否
定
す
る
と
い
う
結
論
が
採
ら
れ
る

こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
法
適
用
の
技
術
上
は
少
な
か
ら
ぬ
問
題
を
残
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
（
二
）
改
正
後
の
法
人
制
度
の
概
要

　

前
述
の
通
り
、
民
法
典
に
基
づ
い
て
法
人
を
設
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
新
た
に
設
け
ら
れ
る

制
度
に
つ
い
て
定
め
る
の
が
、
一
般
法
人
法
及
び
公
益
法
人
法
で
あ
る
。
両
法
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
る
新
し
い
制
度
の
枠
組
み
を
、
ま
ず
は

設
立
に
絞
っ
て
現
行
の
民
法
上
の
制
度
と
比
較
し
て
お
く
。

　
　
　
（
１
）
公
益
法
人
の
設
立
（
法
人
格
取
得
＋
公
益
認
定
と
い
う
二
段
階
手
続
）

　

新
制
度
の
最
大
の
特
徴
は
、
公
益
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
ま
ず
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
を
設
立
し
、
そ
の
上

で
行
政
庁
（
内
閣
総
理
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
）
か
ら
公
益
認
定
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
益
法
人
と
な
る
と
い
う
二
段
階
の
手
続
を

経
る
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
公
益
法
人
法
四
条
）。
現
在
の
民
法
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
公
益
法
人
は
行
政
庁
か
ら
の
認
可
が
な
け

れ
ば
そ
も
そ
も
法
人
と
し
て
設
立
す
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
（
法
人
格
が
与
え
ら
れ
な
い
）
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
新
し
い
制
度
で
は
、

法
人
格
の
付
与
と
公
益
性
に
つ
い
て
の
行
政
庁
の
判
断
が
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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（
２
）
一
般
社
団
法
人
・
一
般
財
団
法
人
の
設
立

　
　
　
　
（
ア
）
目
的
に
関
す
る
要
件
の
緩
和

　

こ
の
新
た
に
設
け
ら
れ
た
一
般
社
団
法
人
・
一
般
財
団
法
人
と
い
う
法
人
の
種
類
は
、
こ
う
し
た
い
わ
ば
「
公
益
法
人
の
卵
」
た
る
法
人

を
も
ち
ろ
ん
想
定
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
一
般
社
団
法
人
・
一
般
財
団
法
人
は
、
営
利
を
目
的
と
し
て
さ
え
い
な
け
れ

ば
、
公
益
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
く
て
も
設
立
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
現
在
中
間
法
人
法
が
規
律
し
て
い
る
領
域
を
も
カ
バ
ー
す
る
も
の

で
あ
る
（
従
っ
て
一
般
法
人
法
施
行
と
と
も
に
中
間
法
人
法
は
廃
止
さ
れ
る
。
整
備
法
一
条
）。

　

さ
ら
に
は
、
中
間
法
人
が
「
社
員
に
共
通
す
る
利
益
を
図
る
こ
と
を
目
的
」（
中
間
法
人
法
二
条
一
号
）
と
す
る
非
営
利
法
人
で
あ
る
と

こ
ろ
、
一
般
法
人
法
に
は
こ
う
し
た
目
的
の
制
限
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
法
人
の
構
成
員
に
共
通
す
る
利
益
で
は
な
い
が
、

さ
り
と
て
公
益
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
利
益
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
法
人
（
例
え
ば
、
自
分
の
死
後
、
自
分
の
子
供
を
養
育
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
財
団
法
人
な
ど
が
考
え
ら
れ
よ
う
か
）
を
も
、
射
程
に
お
さ
め
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
　
　
　
（
イ
）
準
則
主
義

　

そ
し
て
、
一
般
社
団
法
人
・
一
般
財
団
法
人
は
、
法
律
の
定
め
る
要
件
を
充
た
し
さ
え
す
れ
ば
、
行
政
庁
に
よ
る
審
査
を
受
け
る
こ
と
な

く
設
立
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
現
在
の
中
間
法
人
法
と
同
様
、
い
わ
ゆ
る
準
則
主
義
が
と
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
（
４
）。

　

２　

各
則

　

各
則
に
あ
た
る
部
分
に
つ
い
て
、
民
法
上
の
法
人
と
、
一
般
法
人
法
上
の
法
人
と
の
主
だ
っ
た
相
違
点
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
点
が
挙

げ
ら
れ
る
。
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（
一
）
機
関
に
関
す
る
相
違
点

　
　
　
（
１
）
社
団
法
人

　

現
在
の
民
法
の
規
定
で
は
、
社
団
法
人
の
機
関
と
し
て
、
意
思
決
定
機
関
と
し
て
の
社
員
総
会
、
執
行
機
関
と
し
て
の
理
事
、
監
査
機
関

と
し
て
の
監
事
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
一
般
法
人
法
で
は
、
一
般
社
団
法
人
に
執
行
機
関
と
し
て
理
事
と
と
も
に
理
事
会
を
設
け
る
こ
と
を
認
め
た
。
ま
た
監
査

機
関
と
し
て
、
監
事
と
と
も
に
会
計
監
査
人
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
た
。

　

理
事
会
、
監
事
、
及
び
会
計
監
査
人
を
置
く
か
否
か
は
原
則
と
し
て

0

0

0

0

0

任
意
と
さ
れ
て
い
る
（
一
般
法
人
法
六
〇
条
二
項
）。
し
か
し
、
一

般
社
団
法
人
に
お
い
て
、
理
事
会
又
は
会
計
監
査
人
を
置
く
場
合
に
は
、
監
事
は
必
置
機
関
で
あ
る
（
一
般
法
人
法
六
一
条
）。
現
行
民
法

が
、
監
事
を
常
に
任
意
設
置
の
機
関
と
し
て
い
る
（
民
法
五
八
条
）
こ
と
と
は
、
こ
の
点
で
相
違
が
あ
る

　

さ
ら
に
、
負
債
総
額
が
二
〇
〇
億
円
以
上
の
一
般
社
団
法
人
（
大
規
模
一
般
社
団
法
人
。
一
般
法
人
法
二
条
二
号
）
で
は
、
会
計
監
査
人

を
必
ず
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
（
一
般
法
人
法
六
二
条
）、
こ
れ
に
伴
い
監
事
も
必
ず
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
な
る
。

　
　
　
（
２
）
財
団
法
人

　

現
在
の
民
法
の
規
定
に
よ
る
と
、
社
団
法
人
に
お
け
る
社
員
総
会
に
対
応
す
る
機
関
が
、
財
団
法
人
に
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か

し
、
一
般
財
団
法
人
で
は
「
業
務
執
行
機
関
を
監
督
・
牽
制
す
る
た
め
の
機
関
と
し
て
（
５
）」
評
議
員
会
が
必
置
機
関
と
さ
れ
た
（
一
般
法
人
法

一
七
〇
条
一
項
）。

　

ま
た
、
一
般
財
団
法
人
に
つ
い
て
は
、
理
事
会
及
び
監
事
が
必
置
機
関
と
さ
れ
て
い
る
（
一
般
法
人
法
一
七
〇
条
一
項
）。
社
員
総
会
を

設
け
る
余
地
が
な
い
財
団
法
人
に
お
い
て
、「
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
高
め
て
業
務
執
行
機
関
の
専
横
を
防
止
す
る
と
の
見
地
か
ら
（
６
）」
で
あ
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る
。

　

こ
の
ほ
か
、
会
計
監
査
人
が
原
則
と
し
て
任
意
設
置
で
あ
り
な
が
ら
（
一
七
〇
条
二
項
）、
負
債
総
額
が
二
〇
〇
億
円
以
上
の
一
般
財
団

法
人
（
大
規
模
一
般
財
団
法
人
。
一
般
法
人
法
二
条
三
号
）
で
は
、
必
置
機
関
と
さ
れ
る
点
（
一
般
法
人
法
一
七
一
条
）
は
、
一
般
社
団
法

人
と
同
じ
で
あ
る
。

　
　
（
二
）
財
団
法
人
の
根
本
規
則
の
名
称
変
更

　

さ
ら
に
、
財
団
法
人
の
根
本
規
則
は
現
行
民
法
で
は
「
寄
附
行
為
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
一
般
法
人
法
で
は
社
団
法
人
の
場
合
と
同
様

「
定
款
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
　
（
三
）
財
産
の
管
理
に
関
す
る
規
定
の
充
実

　

会
計
監
査
人
と
い
う
機
関
を
新
た
に
設
け
た
こ
と
に
も
象
徴
さ
れ
て
い
る
が
、
一
般
法
人
法
で
は
会
計
に
関
す
る
詳
細
な
規
定
が―

会

社
法
上
の
規
定
を
範
と
し
て―

置
か
れ
て
い
る
（
一
一
九
条
〜
一
三
〇
条
。
一
九
九
条
で
一
般
財
団
法
人
に
準
用
）。
現
行
民
法
に
は
、

法
人
の
会
計
に
関
す
る
規
定
は
ほ
と
ん
ど
な
い
（
わ
ず
か
に
財
産
目
録
の
作
成
を
義
務
付
け
る
五
一
条
一
項
が
あ
る
の
み
で
あ
る
）
こ
と
と

対
照
的
で
あ
る
。
今
回
の
公
益
法
人
制
度
改
革
が
、
公
益
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
進
め
ら
れ

た
（
７
）こ
と
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
　
（
四
）
法
人
制
度
の
悪
用
へ
の
対
応
（
法
人
の
解
散
事
由
）

　

公
益
法
人
を
め
ぐ
る
問
題
と
し
て
は
こ
の
ほ
か
、
い
わ
ゆ
る
休
眠
法
人
の
法
人
格
が
悪
用
さ
れ
る
と
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
こ

れ
に
対
処
す
る
た
め
、
す
で
に
昭
和
五
四
年
の
改
正
で
、
現
行
民
法
七
一
条
後
段
に
「
正
当
な
事
由
な
く
引
き
続
き
三
年
以
上
事
業
を
し
な

い
と
き
」
に
も
、
法
人
設
立
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
新
制
度
で
法
人
の
設
立
に
つ
い
て
準
則
主
義
を
採
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
人
制
度
の
濫
用
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
る
必
要
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性
は
よ
り
強
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
（
８
）。
そ
う
し
た
措
置
と
し
て
一
般
法
人
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
休
眠
法
人
の
み
な
し

解
散
（
一
般
法
人
法
一
四
九
条
・
二
〇
三
条
）
と
、
裁
判
所
に
よ
る
解
散
を
命
じ
る
裁
判
（
一
般
法
人
法
二
六
一
条
・
二
六
八
条
）
で
あ

る
。

　

前
者
は
、
現
行
民
法
七
一
条
後
段
の
「
事
業
不
執
行
」
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
解
散
の
基
準
は
、「
事
業
の
不
執
行
」
で

は
な
く
、
当
該
一
般
社
団
法
人
・
一
般
財
団
法
人
に
関
し
て
「
登
記
が
最
後
に
あ
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
」
と
い
う
よ
り
形
式
的
な

も
の
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
法
務
大
臣
が
、
こ
う
し
た
休
眠
法
人
に
対
し
て
、
二
箇
月
以
内
に
事
業
を
廃
止
し
て
い
な
い
旨
の
届
出
を
出
す

べ
き
旨
を
官
報
で
公
告
（
当
該
法
人
に
対
し
て
は
、
登
記
所
か
ら
通
知
が
発
せ
ら
れ
る
）
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
届
出
が
な
さ
れ
な

い
と
き
に
は
、
こ
の
休
眠
法
人
は
解
散
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

後
者
の
裁
判
所
に
よ
る
解
散
を
命
じ
る
裁
判
に
は
、
一
般
法
人
法
二
六
一
条
に
よ
る
解
散
命
令
と
、
同
二
六
八
条
に
よ
る
解
散
の
訴
え
に

基
づ
く
判
決
と
が
あ
る
。

　

解
散
命
令
は
、
不
法
な
目
的
で
一
般
社
団
法
人
・
一
般
財
団
法
人
が
設
立
さ
れ
る
な
ど
し
た
場
合
に
お
い
て
公
益
を
確
保
す
る
た
め
に
、

法
務
大
臣
又
は
社
員
、
評
議
員
、
債
権
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
の
申
立
て
に
基
づ
い
て
、
裁
判
所
が
発
す
る
も
の
で
あ
る
。
内
容
的
に

は
、
現
行
民
法
に
お
け
る
「
法
人
の
設
立
の
許
可
の
取
消
し
」
に
対
応
す
る
（
も
っ
と
も
要
件
は
よ
り
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
が
）
も
の

と
い
え
よ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
解
散
の
訴
え
は
、
業
務
の
執
行
が
著
し
く
困
難
な
状
況
に
至
っ
た
場
合
や
、
財
産
管
理
の
失
当
に
よ
り
法
人
の
存
立
が

危
う
く
な
っ
た
場
合
に
、
一
般
社
団
法
人
で
あ
れ
ば
十
分
の
一
以
上
の
議
決
権
を
持
つ
社
員
、
一
般
財
団
法
人
で
あ
れ
ば
評
議
員
が
、
法
人

を
被
告
と
し
て
提
起
す
る
訴
え
で
あ
る
。
公
益
に
関
わ
る
制
度
と
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
法
務
大
臣
や
債
権
者
等
は
訴
え
を

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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（
五
）
利
益
相
反
行
為
の
扱
い

　

最
後
に
、
理
事
の
権
限
に
関
連
し
て
、
理
事
の
利
益
相
反
行
為
に
対
す
る
扱
い
に
つ
い
て
の
相
違
点
を
指
摘
し
て
お
く
。

　

現
行
民
法
に
お
い
て
は
、「
法
人
と
理
事
と
の
利
益
が
相
反
す
る
事
項
」
に
つ
い
て
、
理
事
は
代
理
権
を
も
た
な
い
も
の
と
さ
れ
、
こ
の

事
項
に
つ
い
て
は
特
別
代
理
人
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
（
五
七
条
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
一
般
社
団
法
人
に
お
い
て
は
、
理
事
が
競
業
行
為
又
は
利
益
相
反
行
為
を
行
お
う
と
す
る
際
に
は
、
社
員
総
会
（
理
事
会

を
設
置
し
て
い
る
法
人
に
お
い
て
は
理
事
会
。
九
二
条
）
に
お
い
て
、
重
要
事
項
を
開
示
し
た
上
で
事
前
に
承
認
を
受
け
る
べ
き
も
の
と
さ

れ
て
い
る
（
八
四
条
一
項
）。
そ
の
違
反
に
つ
い
て
は
、
民
法
一
〇
八
条
に
該
当
す
る
と
き
に
は
そ
の
適
用
が
予
定
さ
れ
て
い
る
ほ
か
（
八

四
条
二
項
）、
競
業
取
引
に
つ
い
て
は
競
業
に
よ
っ
て
理
事
が
得
た
利
益
が
損
害
額
と
推
定
さ
れ
（
一
般
法
人
法
一
一
一
条
二
項
）、
利
益
相

反
行
為
に
つ
い
て
は
任
務
の
懈
怠
が
推
定
さ
れ
る
（
一
般
法
人
法
一
一
一
条
三
項
）。

　

こ
れ
ら
の
規
定
は
一
般
財
団
法
人
に
も
準
用
さ
れ
る
（
一
九
七
条
）。
こ
の
場
合
、
重
要
事
項
の
開
示
は
理
事
会
に
対
し
て
行
わ
れ
る
。

註（
２
）　

た
だ
し
整
備
法
施
行
の
際
現
に
置
か
れ
て
い
る
理
事
又
は
監
事
は
、
一
般
法
人
法
六
三
条
一
項
（
一
七
七
条
）
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
た
理
事
又

は
監
事
と
み
な
さ
れ
る
（
整
備
法
四
八
条
一
項
）。

（
３
）　

戦
後
の
最
高
裁
判
例
で
は
、
最
高
裁
昭
和
三
七
年
二
月
六
日
判
決
民
集
一
六
巻
二
号
一
九
五
頁
（
た
だ
し
、
職
務
行
為
と
し
て
の
外
形
を
欠
く

と
し
て
町
の
賠
償
責
任
を
否
定
）、
最
高
裁
昭
和
三
七
年
九
月
七
日
判
決
民
集
一
六
巻
九
号
一
八
八
八
頁
、
最
高
裁
昭
和
四
一
年
六
月
二
一
日
判
決

民
集
二
〇
巻
五
号
一
〇
五
二
頁
（
同
一
〇
七
八
頁
登
載
の
同
日
出
さ
れ
た
関
連
判
決
も
参
照
）、
最
高
裁
昭
和
四
四
年
六
月
二
四
日
判
決
民
集
二
三

巻
七
号
一
一
二
一
頁
、
最
高
裁
昭
和
五
〇
年
七
月
一
四
日
判
決
民
集
二
九
巻
六
号
一
〇
一
二
頁
（
た
だ
し
、
相
手
方
に
重
過
失
あ
り
と
し
て
町
の
賠

償
責
任
を
否
定
）
を
参
照
。

（
４
）　

な
お
、
公
益
法
人
の
設
立
に
つ
い
て
は
、
公
益
法
人
法
に
よ
り
、
行
政
庁
が
「
公
益
認
定
」
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
認
定
の
基
準

（175）
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は
、
公
益
法
人
法
五
条
に
詳
し
く
定
め
ら
れ
て
い
る
（
さ
ら
に
六
条
で
欠
格
事
由
が
定
め
ら
れ
て
い
る
）。
そ
の
基
準
は
形
式
的
に
は
判
断
で
き
な

い
実
質
的
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
（
例
え
ば
公
益
法
人
法
五
条
二
号
の
「
公
益
目
的
事
業
を
行
う
の
に
必
要
な

0

0

0

経
理
的
基
礎
及
び
技
術
的
能
力
を
有

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」（
傍
点
は
引
用
者
））
た
め
、
宗
教
法
人
や
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
場
合
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
認
証
主
義
を
と
る
も
の

で
は
な
い
。

　
　
　

他
方
で
、
基
準
に
適
合
す
る
場
合
に
は
「
当
該
法
人
に
つ
い
て
公
益
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
」（
公
益
法
人
法
五
条
柱
書
）
と
規
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
現
行
民
法
で
公
益
法
人
の
設
立
に
つ
い
て
と
ら
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
許
可
主
義
（
行
政
庁
に
よ
る
実
質
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ

審
査
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
設
立
の
可
否
に
つ
い
て
行
政
庁
に
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
）
で
は
な
く
、
学
校
法
人
な
ど
に
つ
い
て
と
ら
れ
て
い
る
認
可
主

義
（
設
立
の
可
否
に
つ
い
て
行
政
庁
に
裁
量
を
認
め
な
い
）
に
近
い
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
ら
れ
て
い
る
も
の
と
見
受
け
ら
れ
る
。

（
５
）　

笵
・
前
掲
注
（
１
）・
五
頁

（
６
）　

笵
・
前
掲
注
（
１
）・
五
頁

（
７
）　

笵
・
前
掲
注
（
１
）・
二―
三
頁
。
さ
ら
に
平
成
一
四
年
八
月
二
日
の
内
閣
官
房
行
政
改
革
推
進
事
務
局
行
政
委
託
型
公
益
法
人
等
改
革
推
進
室

「
公
益
法
人
制
度
の
抜
本
的
改
革
に
向
け
て
（
論
点
整
理
）」
に
お
い
て
も
す
で
に
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
資
料

は
、
二
〇
〇
六
年
九
月
一
〇
日
現
在
、
行
政
改
革
推
進
本
部
事
務
局
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（http://w

w
w

.gyoukaku.go.jp/jim
ukyoku/koueki-

bappon/ronten/1.pdf

）
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。

（
８
）　

平
成
一
六
年
一
二
月
二
四
日
閣
議
決
定
「
今
後
の
行
政
改
革
の
方
針
」。
公
益
法
人
に
関
す
る
部
分
の
抄
録
が
、
行
政
改
革
推
進
本
部
事
務
局
の

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（http://w

w
w

.gyoukaku.go.jp/siryou/koueki/kihon-w
aku.pdf

）
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。

（176）
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法
人
法
改
正
・
新
旧
対
照
表

（
凡
例
）

・
数
字
は
条
、
丸
数
字
は
項
、
ロ
ー
マ
数
字
は
号
を
表
す
。

・「
197→

78」
は
「
197条

に
お
い
て
78条

を
準
用
し
て
い
る
」
こ
と
を
表
す
。

表
１
．
制
度
全
体
新
旧
対
照
表

旧
制
度

新
制
度

民
法

中
間
法
人
法

改
正
後
民
法

一
般
法
人
法

社
団
法
人

財
団
法
人

有
限
責
任

中
間
法
人

無
限
責
任

中
間
法
人

一
般
社
団
法
人

一
般
財
団
法
人

法人総論

法
人
法
定
主
義

33
―

33①
―

法
人
の
能
力

目
的
の
範
囲
内
（
43）

9
→
民
法
43

目
的
の
範
囲
内

（
34）

―

法
人
の
不
法
行
為

責
任

理
事
そ
の
他
の
代
理
人
が
そ
の

職
務
を
行
う
に
つ
い
て
他
人
に

加
え
た
損
害
を
賠
償
（
44①

）
9
→
民
法
44

―

代
表
理
事
そ
の
他

の
代
表
者
が
そ
の

職
務
を
行
う
に
つ

い
て
第
三
者
に
加

え
た
損
害
を
賠
償

（
78）

197
→
78

（177）
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表
１
（
つ
づ
き
）

設立要件

許
可
／
準
則
主
義
許
可
主
義
（
34）

準
則
主
義

―
準
則
主
義

目
的
の
制
限

公
益
（
34）

社
員
共
通
利
益

+
非
営
利（
2Ⅰ
）

―
非
営
利（
11②

・
35
③
）

（
cf. 153③

Ⅱ
）

定
款
等
作
成

 *1
定
款
（
37）

寄
附
行
為（
39）

定
款
（
10①

）
定
款
（
93①

）
―

定
款
（
10）

定
款
（
152）

定
款
の
認
証

―
10④
→
会
社
法
30
―

―
13

155

登
記

 *2
（
対
抗
要
件
：
45）

6
―

22
163

基
本
財
産

―
300万

円
以
上

（
12）

―
―

―
300万

円
以
上

（
153②

）

解散

解
散
事
由

 *3
68・

69
68
①

81
108

―
148・

149
202・

203

残
余
財
産
の
帰
属

定
款
・
寄
附
行
為
の
定
め

→
類
似
す
る
目
的
の
た
め
に
処
分

（
主
務
官
庁
の
許
可
＋
社
員
総
会

決
議
を
要
す
る
）
→
国
庫
（
72）

定
款
の
定
め

→
社
員
総
会
決
議

→
国
庫
（
86）

定
款
の
定
め

→
総
社
員
の
同

意
→
国
庫

（
113）

―
定
款
の
定
め

→
社
員
総
会
決
議

→
国
庫
（
239）

定
款
の
定
め

→
評
議
員
会
決
議

→
国
庫
（
239）

機関*4

意
思
決
定
機
関

社
員
総
会

（
60-66）

―
社
員
総
会

（
28-38）

―
―

社
員
総
会

（
35-59）

評
議
員
・
評
議
員

会（
170①

・
178

-196）

執
行
機
関

理
事
（
52-57）

理
事
（
39-50）

社
員

（
102-106）

*5
―

理
事（
60①

・
76-

89）
理
事（
170①

・
197

→
76-89）

理
事
会
（
60②

・
90-98：

任
意
）

理
事
会（
170
①
・

197→
90-98）

（178）
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機関（つづき）

監
査
機
関

監
事
（
58・

59：
任
意
）

監
事
（
51-58）

―
―

監
事（
60②

・
61・

99-106：
原
則
任

意
）

監
事
（
170①

・
197→

99-106）

会
計
監
査
人

（
60②

・
62・

107-
110：

原
則
任
意
）

会
計
監
査
人

（
170②

・
171・

197→
107-110：

原
則
任
意
）

代表

代
表
権
者

理
事
（
53本

文
）

理
事
（
45①

）
*6

各
社
員（
103①

） *7
―

理
事（
77①

）
*8

197→
77①

任
期

―
2
年（
41①

本
文
）

*9
―

―
2
年（
66
本
文
）

*10
177→

66

欠
格
事
由

―
 

・
法
人

・
 成
年
被
後
見
人

又
は
被
保
佐
人

・
 一
定
の
範
囲
の

受
刑
者
・
前
科

者（
40の

２
）

―
―

・
法
人

・
 成
年
被
後
見
人

又
は
被
保
佐
人

・
 一
定
の
範
囲
の

受
刑
者
又
は
前

科
者（
65①

）
・

 監
事
の
兼
任
禁

止（
65②

）

177→
65

解
任

―
社
員
総
会
決
議
に

よ
り
解
任
可（
42①

本
文
）

―
―

社
員
総
会
決
議
に

よ
り
い
つ
で
も
解

任
可（
70①

）

評
議
員
会
決
議
に

よ
り
い
つ
で
も
解

任
可（
177→

70①
）

代
表
権
の
範
囲

す
べ
て
の
事
務
。
た
だ
し

・
 定
款
の
規
定
若
し
く
は
寄
附

行
為
の
趣
旨

・
 社
員
総
会
決
議
（
社
団
法
人

の
場
合
）

　
に
反
し
て
は
な
ら
な
い（
53）

事
業
に
関
す
る
一

切
の
裁
判
上
又
は

裁
判
外
の
行
為

（
45④

）

103③
→
45④

―

業
務
に
関
す
る
一

切
の
裁
判
上
又
は

裁
判
外
の
行
為
を

す
る
権
限（
77④

）

197→
77④

（179）
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代表（つづき）

代
表
権
の
制
限
に

対
す
る
善
意
第
三

者
の
保
護

54
45⑤

103③
→
45⑤

―
77⑤

197→
77⑤

理
事
の
代
理
行
為

の
委
任

・
 定
款
、
寄
附
行
為
又
は
総
会
の

決
議
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い

な
い
と
き
、
か
つ

・
特
定
の
行
為
に
限
っ
て
可
能（
55）

―
―

―

利
益
相
反

代
理
権
を
有
さ
ず
、
特
別
代
理

人
の
選
任
が
必
要
（
57）

利
益
相
反
に
つ
い

て
、
取
引
に
つ
い

て
の
重
要
な
事
実

を
開
示
し
た
上

で
、
社
員
総
会
に

お
け
る
承
認
が
必

要（
46）

―
―

競
業
・
利
益
相
反

に
つ
い
て
は
当
該

取
引
に
つ
き
重
要

な
事
実
を
開
示

し
、
そ
の
承
認
を

受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
84）

197→
84

*1 定
款
お
よ
び
寄
附
行
為
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
は
表
2
参
照

*2 登
記
事
項
に
つ
い
て
は
表
3
参
照

*3 解
散
事
由
に
つ
い
て
は
表
4
参
照

*4 記
載
の
な
い
限
り
必
置
機
関

*5 業
務
執
行
社
員
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
102③

）
*6 代
表
理
事
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
45②

た
だ
し
書
）

*7 代
表
社
員
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
102②

た
だ
し
書
）

*8 代
表
理
事
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
77③

）
*9 最
初
の
理
事
の
任
期
は
１
年
（
41①

た
だ
し
書
）
／

　
定
款
に
よ
り
、
任
期
中
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
う
ち
、 最
終
の
も
の
に
関
す
る
定
時
社
員
総
会
終
結
ま
で
任
期
を
伸
長
可
（
41②

）
*10 正

確
に
は
「
選
任
後
２
年
以
内
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
う
ち
最
終
の
も
の
に
関
す
る
定
時
社
員
総
会
の
終
結
の
時
ま
で
」

（180）
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表
２
．
定
款
記
載
事
項
新
旧
対
照
表

旧
規
定

新
規
定

社
団
法
人

財
団
法
人

根
拠
条
文

一
般
社
団
法
人

一
般
財
団
法
人

根
拠
条
文

（
社
団
）
（
財
団
）

（
社
団
）

（
財
団
）

目
的

37Ⅰ

39→
37

目
的

11①
Ⅰ

153①
Ⅰ

名
称

37Ⅱ
名
称

11①
Ⅱ

153①
Ⅱ

事
務
所
の
所
在
地

37Ⅲ
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

11①
Ⅲ

153①
Ⅲ

―
設
立
時
社
員
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

住
所

設
立
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

11①
Ⅳ

153①
Ⅳ

資
産
に
関
す
る
規
定

37Ⅳ
39→

37
―

設
立
に
際
し
て
設
立
者
が
拠
出
を
す

る
財
産
及
び
そ
の
価
額

―
153①

Ⅴ

理
事
の
任
免
に
関
す
る
規

定
37Ⅴ

―
設
立
時
評
議
員
、
設
立
時
理
事
及
び

設
立
時
監
事
の
選
任
に
関
す
る
事
項

―
153①

Ⅵ

―
―

設
立
し
よ
う
と
す
る
一
般
財
団
法
人

が
会
計
監
査
人
設
置
一
般
財
団
法
人

で
あ
る
と
き
は
、
設
立
時
会
計
監
査

人
の
選
任
に
関
す
る
事
項

―
153①

Ⅶ

社
員
の
資
格

の
得
喪
に
関

す
る
規
定

―
37Ⅵ

―
社
員
の
資
格
の
得
喪
に
関
す
る
規
定

評
議
員
の
選
任
及
び
解
任
の
方
法

11①
Ⅴ

153①
Ⅷ

―
公
告
方
法

11①
Ⅵ

153①
Ⅸ

―
事
業
年
度

11①
Ⅶ

153①
Ⅹ

（181）
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表
３
．
登
記
事
項
新
旧
対
照
表

旧
規
定

新
規
定

社
団
法
人
・
財
団
法
人
共
通

根
拠
条
文

一
般
社
団
法
人

一
般
財
団
法
人

根
拠
条
文

（
社
団
）
（
財
団
）

目
的

46Ⅰ
目
的

301②
Ⅰ

302②
Ⅰ

名
称

46Ⅱ
名
称

301②
Ⅱ

302②
Ⅱ

事
務
所
の
所
在
場
所

46Ⅲ
主
た
る
事
務
所
及
び
従
た
る
事
務
所
の
所
在
場
所

301②
Ⅲ

302②
Ⅲ

設
立
の
許
可
の
年
月
日

46Ⅳ
―

存
立
時
期
を
定
め
た
と
き

は
、
そ
の
時
期

46Ⅴ
存
続
期
間
又
は
解
散
の
事
由
に
つ
い
て
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め

301②
Ⅳ

302②
Ⅳ

資
産
の
総
額

46Ⅵ
―

出
資
の
方
法
を
定
め
た
と
き

は
、
そ
の
方
法

46Ⅶ
―

理
事
の
氏
名
及
び
住
所

46Ⅷ
理
事
の
氏
名

評
議
員
、
理
事
及
び
監
事
の
氏
名

301②
Ⅴ

302②
Ⅴ

　
代
表
理
事
の
氏
名
及
び
住
所

301②
Ⅵ

302②
Ⅵ

理
事
会
設
置
一
般
社
団
法
人
で
あ
る
と
き

は
、
そ
の
旨

―
301②

Ⅶ
―

監
事
設
置
一
般
社
団
法
人
で
あ
る
と
き

は
、
そ
の
旨
及
び
監
事
の
氏
名

―
301②

Ⅷ
―

会
計
監
査
人
設
置
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
会
計
監
査
人
の
氏
名
又
は
名
称

301②
Ⅸ

302②
Ⅶ

（182）
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75条
4
項
（
財
団
法
人
は
177条

で
準
用
）
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
一
時
会
計

監
査
人
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
置
い
た
と
き
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称

301②
Ⅹ

302②
Ⅷ

114条
1
項
（
財
団
法
人
は
198条

で
準
用
）
の
規
定
に
よ
る
役
員
等
の
責
任
の
免

除
に
つ
い
て
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め

301②
Ⅺ

302②
Ⅸ

115条
1
項
（
財
団
法
人
は
198条

で
準
用
）
の
規
定
に
よ
る
外
部
役
員
等
が
負
う

責
任
の
限
度
に
関
す
る
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
定
め

301②
Ⅻ

302②
Ⅹ

前
号
の
定
款
の
定
め
が
外
部
理
事
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
理
事
の
う
ち
外

部
理
事
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
外
部
理
事
で
あ
る
旨

301②
㌢

302②
Ⅺ

12号
（
財
団
法
人
は
10号

）
の
定
款
の
定
め
が
外
部
監
事
に
関
す
る
も
の
で
あ
る

と
き
は
、
監
事
の
う
ち
外
部
監
事
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
外
部
監
事
で
あ
る
旨

301②
㍍

302②
Ⅻ

128条
3
項
（
財
団
法
人
は
199条

で
準
用
）
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
る
こ
と
と

す
る
と
き
は
、
同
条
1
項
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表
の
内
容
で
あ
る
情
報
に
つ
い

て
不
特
定
多
数
の
者
が
そ
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
事
項
で
あ
っ
て
法
務
省

令
で
定
め
る
も
の

301②
㌘

302②
㌢

公
告
方
法

301②
ⅩⅥ

302②
㍍

前
号
の
公
告
方
法
が
電
子
公
告
（
331条

1
項
3
号
に
規
定
す
る
電
子
公
告
）
で
あ

る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

301②
ⅩⅦ

302②
㌘

　
イ
　
電
子
公
告
に
よ
り
公
告
す
べ
き
内
容
で
あ
る
情
報
に
つ
い
て
不
特
定
多
数

の
者
が
そ
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
事
項
で
あ
っ
て
法
務
省
令
で
定
め

る
も
の

ロ
　
331条

2
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
定
款
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め

（183）
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表
４
．
解
散
事
由
新
旧
対
照
表
旧
規
定

 

旧
規
定

新
規
定

社
団
法
人

財
団
法
人

根
拠
条
文

一
般
社
団
法
人

一
般
財
団
法
人

根
拠
条
文

（
社
団
）
（
財
団
）

―
定
款
で
定
め
た
存
続
期
間
の
満
了

148Ⅰ
202①

Ⅰ

定
款
又
は
寄
附
行
為
で
定
め
た
解
散
事
由
の
発
生

68①
Ⅰ

定
款
で
定
め
た
解
散
の
事
由
の
発
生

148Ⅱ
202①

Ⅱ

法
人
の
目
的
で
あ
る
事
業
の
成
功
又
は
そ
の
成
功

の
不
能

68①
Ⅱ

―
基
本
財
産
の
滅
失
そ
の
他
の
事
由
に

よ
る
一
般
財
団
法
人
の
目
的
で
あ
る

事
業
の
成
功
の
不
能

―
202①

Ⅲ

―
合
併
（
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
場
合
）

148Ⅴ
202①

Ⅳ

破
産
手
続
開
始
の
決
定

68①
Ⅲ

, 70
破
産
手
続
開
始
の
決
定

148Ⅵ
202①

Ⅴ

―
261条

1
項
又
は
268条

に
よ
る
解
散
を
命
ず
る
裁
判

148Ⅶ
202①

Ⅵ

―
―

2
事
業
年
度
連
続
し
て
、
純
資
産
額

が
300万

円
未
満
と
な
る
こ
と

―
202②

設
立
の
許
可
の
取
消
し

　68①
Ⅳ

, 71

―

・
目
的
以
外
の
事
業
を
し
た
こ
と

 *

―（
内
容
的
に
は
261①

の
解
散
命
令
と
対
比
の
こ
と
）

・
 設
立
の
許
可
を
得
た
条
件
若
し
く
は
主
務
官

庁
の
監
督
上
の
命
令
に
違
反
し
た
こ
と

 *

・
 そ
の
他
公
益
を
害
す
べ
き
行
為
を
し
た
こ
と

 *

・
 正
当
な
事
由
な
く
引
き
続
き
３
年
以
上
事
業

を
し
な
い
こ
と

休
眠
法
人
の
み
な
し
解
散

149
203

総
会
の
決
議

―
68②

Ⅰ
, 69

社
員
総
会
の
決
議

―
148Ⅲ

―

社
員
が
欠
け
た
こ
と

―
68②

Ⅱ
社
員
が
欠
け
た
こ
と
―

148Ⅳ
―

* こ
れ
に
加
え
て
「
他
の
方
法
に
よ
り
監
督
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る

（184）


